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○ 電子証明書等の取得
① e-Taxで申告等データを送信する際には、申告等データに電子署名を⾏って

いただく必要がありますので、事前に電子証明書を取得してください。
② 電子証明書を読み込む際に、ＩＣカードリーダライタが必要です。

〜事前準備〜

・ 源泉所得税及復興特別所得税の徴収⾼計算書を送信する場合
・ 税理⼠等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合
・ 納付情報登録依頼を送信する場合
・ 納税証明書の交付請求書（署名省略分）を送信する場合

以下の場合には、納税者本⼈の電子証明書は不要です。

○ パソコン等の準備
e-Taxの利⽤に当たっては、インターネットが利⽤できる環境が必要です。

※ ご利⽤の前に「e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境」をご確認ください。
Microsoft Windows10以降で、Microsoft Internet Explore11の環境で

ご利⽤ください(推奨環境外ではご利⽤できないおそれがあります。)。



e-Taxを初めてご利⽤になる場合は、e-Taxの開始届出書を提出し、
e-Taxソフトのインストール及び初期登録を⾏う必要があります。

「ダイレクト納付利⽤届出書」を納税地を管轄する税務署へ書面に
より提出する必要があります。

申告データ等をe-Taxで送信後、ダイレクト納付手続を⾏う必要が
あります。
※ 当該資料ではe-Taxホームページのe-Taxソフト（WEB版）から

源泉所得税及復興特別所得税の徴収⾼計算書を作成する⽅法を紹介
します。

〜 ⽬ 次 〜



・ e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)に接続
○ e-Taxの開始届出書の提出
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クリック箇所

https://www.e-tax.nta.go.jp


２



３



・ ルート証明書のダウンロード及びインストール

開始届出書の作成前に事前準備が必要となります。

４

e-Taxの開始届出書をオンラインで提出するため、ルート証明書のダウン
ロード及びインストールが必要になります。

※ オンライン提出のみ利⽤者識別番号が即時発⾏されます。



Windows環境下では、e-Tax関係のURLを信頼済みサイト

及びポップアップブロックの許可サイトに登録しないと正しく
動作しない場合があります。

・ 信頼済みサイトの登録

５

注 意注 意



・ 開始届出書の選択

事前準備の完了後、開始届出書を作成します。

６

該当箇所
をクリック

該当箇所を
クリック



・ e-Taxの開始（変更等）届出書作成

① ⽒名等の⼊⼒
② 納税地及び提出先
の税務署の⼊⼒

③ 暗証番号等の⼊⼒
④ ⼊⼒内容の確認と
遷移していきます。

７



・ 利⽤者識別番号等の通知

この画面は再表示されません
ので、「印刷」又は「保存」し
てください。

８



９

・ 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)に接続

https://www.nta.go.jp


○ ダイレクト納付利⽤届出書の作成

１０

ダイレクト納付利⽤届出書は、リーフレットに掲載しているものを使⽤す
ることもできます。



必要事項を⼊⼒の上、印刷し、必ず署名・押印後、管轄の税務署へ
提出してください。

「ダイレクト納付利⽤届出書」は書面により提出する必要があります。
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○ ダイレクト納付登録完了の確認
登録処理が完了次第、メッセージが通知されます。
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届出書の提出後
約１か⽉程度



・ ダイレクト納付登録完了のメッセージ
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2020/0７/０１

→ hƩps://www.e-tax.nta.go.jp/

○○税務署



デスクトップ

e-Taxホームページに接続
○ e-Taxソフト（WEB版）の起動
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ダイレクト納付の利⽤は、①e-Taxの利
⽤可能時間であること、②ダイレクト納付
が利⽤できる各⾦融機関のオンラインサー
ビス提供時間であることが必要です。



e-Taxソフト（WEB版）を利⽤するには、「事前準備セットアップ」ツール
をパソコンにインストールする必要があります。
セットアップツールのインストールが完了した後、「e-Taxソフト（WEB

版）を利⽤する」をクリックします。

○ e-Taxソフト（WEB版）の事前セットアップ

15



利⽤者識別番号と暗証番号を
⼊⼒後、ログインをクリックし
ます。

○ e-Taxソフト（WEB版）のログイン
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既に、e-Taxソフトを利⽤してい
る場合でも、改めて「利⽤者情報の
登録」が必要となります。
まず、⽒名等を⼊⼒して「次へ」

をクリックします。
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○ 利⽤者情報の登録（初期登録）



納税地（住所）等を
⼊⼒して、「次へ」を
クリックします。
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手続エラーがすぐ分かるための「メールアドレス」の登録と、パスワードの
忘失時のための「秘密の質問と答え」も登録していただくことをお勧めします。



⼊⼒内容を確認し、
正しければ「登録」
をクリックします。

「メインメニュー」を
クリックすると、メイン
メニューへ戻ります。
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「申告・申請・納税」をクリックします。

○ 源泉所得税及復興特別所得税の納付書
（徴収⾼計算書）の作成
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「操作に進む」をクリックします。



作成する帳票を選択します。
今回は、「給与所得・退職所得等の所得税

徴収高計算書（一般）」をクリックします。

提出先の税務署を選択して、
「次へ」をクリックします。
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ここでは、毎⽉納付の源泉所得税を例に説明します。

○○県 ○○



「次へ」をクリックします。

「作成区分」を選択します。

「納期等の区分」を⼊⼒します。
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令和 2



該当する項⽬を⼊⼒して、
「次へ」をクリックします。
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「本税」と「合計
額」欄は自動計算
されます。

令和

令和

02

02

令 和 ２ 年 ７ 月



「⼊⼒内容の確認」
画面が表示されるので、
⼊⼒内容が正しければ、
「次へ」をクリックし
ます。

⼊⼒内容を訂正す
る場合は、「戻る」
をクリックして、内
容を訂正します。
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・ ⼊⼒内容の確認

令和
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令和

令和

令和

令和

令和

令 和
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○○県 ○○

○○



○ 源泉所得税及復興特別所得税の納付書
（徴収⾼計算書）の送信

⼊⼒内容を確認し、
「送信」をクリック
します。
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確認メッセージが表示されるので、
「はい」をクリックします。

令和２年８月３日

○○税務署

国税太郎



即時通知を保存す
る場合は「保存」を、
印刷する場合は「印
刷」を、クリックし
ます。 「即時通知の確認」

画面が表示されるので、
「受信通知の確認」を
クリックします。

○ 受信通知の確認

26

年末調整による超過税額がある等の理由で、納付額（合計額）が０円となる
場合は、徴収⾼計算書の送信で手続完了です。
※ 税務署窓⼝まで⾏く必要がなくなります。

2020/0８/0３ 11：11：11

20200８0３111111888888



今すぐ納付する場
合は、「今すぐに納付
される方」をクリック
します。

納付⽇を指定する
場合は、「納付⽇を
指定される方」をク
リックします。

○ ダイレクト納付手続
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・ 受信通知画面

20200803111111888888

2020/08/03/11：11：11

令和02年07月

源泉所得税及復興特別所得税
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ここでは、「納付⽇を指定される⽅」を選択した例を説明します。

ダイレクト納付の
内容を確認し、納付
⽇を指定する場合は
「納付⽇」を⼊⼒し、
「はい」をクリック
します。

複数の預貯⾦⼝座
を登録することによ
り、納付の都度、引
落し⼝座を選択する
ことができます。

令和02

令和 2

○○税務署

８ ３

《ご注意》
納付⽇は納付

期限内であれば
「期⽇指定」が
できます。



○ 受信通知の確認

「納付区分番号通知」
画面が表示されるため、
内容を確認します。
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指定した納付⽇に登録⼝座から引き落とす手続が完了しました。
納付完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納さ

れます。

2020/08/03 11:11:11

20200803111111888888

令和02



・ 残⾼不⾜等により納付できなかった場合、「ダイレク
ト納付エラー通知」が格納されますので、必ず納付状況
（エラー情報）の確認をお願いします。
※ メールアドレスの登録をお勧めします。

・ 納付⽇を指定して納付された⽅は、指定した⽇に引き
落としされますので、前⽇までに預貯⾦⼝座の残⾼を確
認していただき、指定した⽇に必ずメッセージボックス
の内容をご確認ください。

・ 「残⾼」と「引き落とし可能残⾼」は異なる場合があ
りますので、「引き落とし可能残⾼」は事前に⾦融機関
にお尋ねください。
（借⼊返済や手形決済などの理由により、「残⾼」が
あっても引き落としができない場合があります。）

30

○ 注意事項


